
 

 

   1/2 

令和 6年 6月 27日 浜松市 環境部  

環境政策課 企画調整グループ  

℡：053-453-6146 

 

 

 報 道 発 表 
 

浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター建設に係る 

浜松市環境影響評価条例に基づく事後調査報告書の公告・縦覧について 

  

環境影響評価（環境アセスメント）とは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模な開

発事業の実施にあたり、あらかじめ事業者自らが、現在の環境の状況の調査、事業の実施による

環境への影響を予測・評価し、その結果を公表して意見を広く聴いた上で、環境の保全の見地か

らよりよい事業を行うための手続のことです。 

このたび、浜松市環境影響評価条例第 41条に基づき事後調査報告書（以下「報告書」という。）

の提出があり、同条例第 42 条により報告書を公告及び縦覧しますので、広く周知を図るため下

記のとおり御案内いたします。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 

２ 事業者 

浜松市  浜松市長 中野 祐介 

浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

３ 事業の種類 

廃棄物処理施設の建設 

（ごみ処理施設の設置の事業（焼却により処理するもの）） 

４ 事業の規模 

ごみ焼却施設の処理能力：３９９ｔ／日 

５ 事業地 

浜松市天竜区青谷１５００番地ほか 

６ 報告書の縦覧期間 

令和６年７月２日（火）～令和６年７月３１日（水）＜30日間＞ 

 

 

 

 

（裏面に続く） 

 

 

 

お問合せ先 

【条例の手続に関すること】 

環境部環境政策課   

電話：053-453-6146 

【事業の内容に関すること】 

環境部天竜清掃事業所   

電話：053-488-7373 



 令和 6 年 6 月 27 日  
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７ 事後調査報告書の縦覧又は閲覧場所 

(1) 市長による縦覧場所 

縦覧場所 住所 縦覧時間 

環境部環境政策課 中央区鴨江三丁目 1-10 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

市政情報室 中央区元城町 103-2 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

浜名区役所区振興課 浜名区貴布祢 3000 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

天竜区役所区振興課 天竜区二俣町二俣 481 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

※ 浜松市ホームページでも公表します。 

(URL: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/assess/shinnseisou.html) 

 

(2) 事業者による閲覧場所 

閲覧場所 住所 閲覧時間 

天竜清掃工場（エコテラス） 

市役所事務所 
天竜区青谷 1500 

月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

麁玉協働センター 浜名区宮口 3171 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

下阿多古ふれあいセンター 天竜区上野 172-3 
月～金曜日(祝日を除く) 

8：30～17：15 

 

８ 意見書の提出 

報告書について、浜松市環境影響評価条例第 44 条第 1 項の規定により、以下のとおり市

長に事業者に対する環境の保全の見地からの意見書を提出することができます。 

 【受付期間】令和 6 年 7 月 2 日（火）～令和 6 年 7 月 31 日（水）＜縦覧期間と同じ＞ 

 【 書 式 】意見書（縦覧場所に配置・市ホームページからもダウンロード可能）  

 【提出方法】意見書の直接持参、郵送、FAX又は電子メール 

 【提出先】持参の場合：７（１）に記載の４か所 

郵送の場合：浜松市環境部環境政策課 

〒432-8023浜松市中央区鴨江三丁目 1-10 

※受付期間末日の必着 

ＦＡＸの場合：050-3606-4345 

メールの場合：kankyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 


